
化学肥料低減定着対策のごあんない
～化学肥料の低減を進める『地域の取組』を支援します～

化学肥料低減定着対策のごあんない
～化学肥料の低減を進める『地域の取組』を支援します～

地域協議会
（原則、市町村域が最小単位）

事業実施までの主な手続

⚫ 地域計画書の作成（取組内容の設定）

⚫ 地域計画書に位置付けられた取組を展開

農業者 農業者団体 民間事業者 等

対象者の募集
交付金の交付
取組確認 等

取組申請
実績報告 等

都道府県
協議会

（注）地域協議会の事務費を含みます。

肥料価格高騰対策事業の一環として、農家の皆様の

「化学肥料の２割低減に向けた取組」の定着に向けた

『地域の取組』を支援する追加対策を実施します。

✓ 化学肥料の低減を進める『地域の取組』に対して交付金
を交付します。

✓ 採択された地域協議会には、

取組に必要な掛かり増し
経費の１/２を交付 （上限
５００万円（注））します。

地域
協議会

（注）地域計画書に記載された取組面積が大きく、取組面積当たりの平均取組単価が低い計画書を優先的に採択します。

協議会規約等の申請

地域計画書の提出

採択（国が決定）（注）

交付金

承認

審査

支援のポイント

✓ 『地域の取組』（取組内容、

対象者等）は、 地域協議会

が地域の状況に応じて

設定します。
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「地域計画書」について

⒈堆肥等の利用拡大

   堆肥等の散布を行う事業者が同一の地域において複数の農

業者を相手方に堆肥の散布契約を締結するか、地域の農業者

の組織する団体が、堆肥等散布事業者と堆肥等の散布契約をし

た場合、契約料金の一部を支援する。

✓ 【要件】

・堆肥：対象肥料は、肥料法に基づく特殊肥料のうち、国内で発

生する動植物を原料とする肥料又は国内で発生する動植物質

を原料とするもの。

・汚泥肥料：肥料法に基づく普通肥料の汚泥肥料

・その他：動植物質を原料とする肥料又は国内で発生する化学肥

料代替となる肥料（肥料法に基づく肥料）

※本年6月1日以降令和6年3月31日までに堆肥等の散布を行う

 ものに限る。

✓ 【交付対象者】

・農業者と契約した堆肥等散布事業者（JAえちご上越等）

（通常の散布単価から助成金額を値引きした単価とします。）

✓ 【交付単価】

・3,700円/ｔ程度（希望状況により単価は変動します。）

✓ 【留意事項】

①契約内容は、堆肥運搬と堆肥散布を合わせて契約する。

②契約単価は助成金相当額を差し引いた単価とする。

地域協議会には、化学肥料低減定着対策事業の実施に当たり、

地域の状況に応じて実施する取組内容等を定めた

「地域計画書」を次のとおり作成しました。

「地域計画書」
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「地域計画書」について

⒉及び3.国内資源活用肥料の利用拡大支援

 農業者が以下の要件を満たす肥料や下水汚泥資源等の国内資

源を活用した肥料（以下「対象肥料」という。）を購入した場合、

その購入量に応じて、購入額の一部を支援する。

   あるいは、肥料の販売を行う事業者が対象肥料を地域の農業

者に販売した場合、その販売量に応じて、販売額の一部を支援

する。

✓ 【要件】

・対象肥料は、ペレットなどの粒状に形成されているもの

（ブロードキャスターで散布が可能なもの）に限る。

・対象肥料は、令和６年１月末日までに売買契約を締結した又は

締結することが確実なものであって、令和６年３月末日までに

納品するものに限る。

・交付対象者が対象肥料の販売を行う事業者の場合の交付の条

件は、別途、定めがあります。

※本年6月1日以降令和6年3月31日までに購入した対象肥料が

 対象です。

✓ 【交付対象者】

・対象肥料を購入する農業者

・対象肥料の販売を行う事業者(販売単価から助成金額を値引

きした単価とします。）

✓ 【交付単価】

・2００円/２０㎏程度（希望状況により単価は変動します。）

✓ 【留意事項】

・交付対象者が対象肥料の販売を行う事業者の場合は、対象肥

料の販売価格及び農業者の負担額の適性が確認できること。

「地域計画書」
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「地域計画書」について

4.低成分肥料の利用拡大支援

農業者が以下の要件を満たす肥料を購入した場合、その購入

量に応じて、購入額の一部を支援する。

   あるいは、肥料の販売を行う事業者が対象肥料を地域の農業

者に販売した場合、その販売量に応じて、販売額の一部を支援す

る。

✓ 【要件】

・対象肥料は、NPKの各成分値のいずれか一つ又は複数の合計

値が、地域における慣行肥料と比べて明らかに低い（少なくと

も5ポイント程度低い）肥料銘柄であること。（県認証又はJAえ

ちご上越の5割低減に取り組む肥料）

（例えば：越後の輝き有機50元肥エコ（朝日）、越後の輝き有機

50スーパー元肥）

・対象肥料は、令和６年１月末日までに売買契約を締結した又は

締結することが確実なものであって、令和６年３月末日までに

納品するものに限る。

・交付対象者が対象肥料の販売を行う事業者の場合の交付の条

件は、別途、定めがあります。

※本年6月1日以降令和6年3月31日までに購入した対象肥料が

 対象です。

✓ 【交付対象者】

・対象肥料を購入する農業者

・対象肥料の販売を行う事業者

(販売単価から助成金額を値引きした単価とします。）

✓ 【交付単価】

・１００円/２０㎏程度（希望状況により単価は変動します。）

✓ 【留意事項】

・交付対象者が対象肥料の販売を行う事業者の場合は、対象肥

料の販売価格及び農業者の負担額の適性が確認できること。

「地域計画書」
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３月末

２月末

今後のスケジュールは、概ね以下のとおりです。

スケジュール

地域計画書の
提出（８月末）

地域計画書
の協議

（９月11日まで）地域計画書
の選定・通知

事業実施計画書
交付申請書の提出

計画承認
交付決定通知

実績報告書の
提出（２月末）

実績報告書の
提出

（～４月10日）額の確定

事業開始
（注）

９月下旬

９月上旬

上越市農業再生協議会事務局 TEL:025-521-0030
 

JAえちご上越農業協同組合
 営農部 農業対策課  TEL:025-523-5075

肥料価格高騰対策事業

問い合わせ先

（注）本年６月１日以降の取組に遡って
支援することができます。

国 都道府県協議会 地域協議会
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要綱等一部改正

７月１２日

７月下旬

８月

９月中旬

10月上旬

採択結果通知

業務方法書等
の変更手続

協議会規約等
の承認手続
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